
元
同
心
肝
煎

従

事

県

兵

元
同
心

従
事
補

元
同
心
格

従
事
試
補

元
足
軽

使

丁

元
警
衛
足
軽

土
工
兵

（
公
文
類
聚
　
明
治
二

年
）

右
の

新
職
名
の

う
ち
、

軍
監
・

大
小
半
各
隊
長
・

嚮
導
・

伍
長
・

県
兵
・

土
工
兵
の

系
列
は
、

い

わ
ゆ
る

県
兵
の

組
織
で

あ
る
。

こ

の

県
兵
と

は
、

四
月
、

神
奈
川
裁
判
所
発
足
当
時
、

旧
神
奈
川
奉
行
時
代
の

警
備
兵
の

う
ち
残
留
継
続
勤
務
に

応
じ
た
者
を
編
成
し
た
「
警
衛
隊
」
の

こ

と

で
、

神
奈
川
府
の

時
期
に

は
「
府
兵
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。

新
政
当
初
の

横
浜
の

警
備
に

は
、

肥
前
・

紀
州
・

肥
後
・

阿
州
な
ど
の

諸
藩
兵
の
一

部
が
随
時
交
代
し
て

関
門
と
そ
の

外
側
の

要
地
に

配
置
さ
れ
た
が
、

こ

れ
は
応
援
警
備
の

性
格
を
も
つ

と
い

っ

て

よ
く
、

関
門
と
そ
の

内
側
、

つ

ま

り
関
内
の

警
備
に

は
、

関
門
の

守
衛
、

巡
邏
、

外
国
人
の

護
送
な
ど
の

任
に

当
た
る
警
衛
隊
が
中
心
と
な
り
、

居
留
地
取
締
局
所
属
の

雇
外
国
人
捕

吏
あ
る
い

は
日
本
人
市
中
の

定
廻
り
役
な
ど
、

旧
神
奈
川
奉
行
時
代
の

警
備
体
制
を
存
続
し
て
い

た
も
の
で

あ
る
。

警
衛
隊
は
、

神
奈
川
府
の

時
期
に

は
「
府
兵
」
五
百
人
が
、

「
英
式
伝
習
」
の

訓
練
を
う
け
て
い

た
。

こ

の

よ

う
に

強
力
な
警
備
隊
を
保
持
し
て

い

る
の
は
、

在
留
外
国
人
の

保
護
の

必
要
が
あ
っ

た
か
ら
で
、

同
年
八
月
に

出
さ
れ
た
府
県
兵
廃
止
の

布
告
を
お
こ

な
っ

た
行
政
官
は
、

神
奈
川
府

の

立
場
を
了
解
し
府
兵
保
持
を
承
認
し
て
い

る
。

県
兵
は
、

府
兵
―
す
な
わ
ち
警
衛
隊
の

再
編
成
を
し
た
も
の

で
は
あ
っ

た
が
、

こ

れ
と

と
も
に

そ
の

警
備
範
囲
は
、

関
内
に

と
ど
ま
ら
ず
、

根

岸
・

本
牧
・

川
崎
・

金
沢
・

浦
賀
・

横
須
賀
・

鎌
倉
・

藤
沢
・

平
塚
・

馬
入
川
・

酒
匂
川
そ
の

他
、

県
の

管
轄
区
域
で

あ
る
十
里
部
内
を
巡
邏
す
る

こ

と
と
し
て
い

る
。

明
治
二

年
四
月
、

行
政
官
は
再
び
府
県
兵
禁
止
の

通
達
を
出
し
た
。

こ

の

と
き
も
ま
た
、

神
奈
川
県
は
特
殊
事
情
を
訴
え
て
い

る
が
、

翌
三
年
一
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月
、

県
は
「
取
締
見
廻
役
」
の
一

隊
を
設
け
た
。

「
取
締
」（
ポ
リ
ス

の

訳
語
）
と
い

う
よ
う
に
こ

れ
は
警
察
官
の
こ

と
で
、

県
兵
や
史
生
・

使
部
・

駆
使
な
ど
と
い

う
下
級
の

県
官
か
ら
選
抜
し
て

編
成
し
た
。

そ
の

後
、

全
国
の

兵
権
が
中
央
の

兵
部
省
に

統
一

さ
れ
る
に

及
ん
で

県
兵
は
廃
止
さ
れ

る
。

す
な
わ
ち
、

明
治
四
年
八
月
、

県
兵
現
員
三
百
九
十
余
人
を
三
分
の

二
に

減
じ
、

県
兵
の

名
称
を
廃
し
て

新
た
に

「
取
締
」
と
改
め
た
の

で

あ

る
。

こ

の

取
締
制
度
が
本
県
近
代
警
察
制
度
の

第
一

ペ

ー
ジ
を
な
す
と
言
っ

て

よ
い

だ
ろ
う
。

そ
の

翌
月
、

九
月
に

は
関
門
が
廃
止
さ
れ
た
。

時
勢

が
変
わ
り
、

市
街
の

警
備
は
「
取
締
」
で

十
分
で

あ
り
、

外
國
人
は
関
門
外
へ

往
来
す
る
よ
う
に

な
っ

て
、

関
門
そ
の

も
の

の

存
在
意
義
が
な
く
な

っ

た
か
ら
で

あ
る
。

総
督
・

知

事
の

外
交

外
国
官
が
開
港
場
へ

そ
の

官
員
を
派
遣
し
、

知
事
を
兼
務
さ
せ
る
と
い

う
構
想
を
持
ち
、

ま
た
、

最
初
の

「
神
奈
川
県
職
制
」
が
こ

れ
と
同
じ
趣
旨
に

た
っ

て
い

る
こ

と
は
、

そ
れ
な
り
の

現
実
的
根
拠
の

あ
る
こ

と
で

は
あ
っ

た
。

す
で
に

述
べ

た
よ
う
に

戊
辰
戦
争

下
の

外
交
舞
台
は
、

政
局
の

推
移
に
と
も
な
っ

て

兵
庫
・

大
坂
か
ら
横
浜
に

移
り
、

列
国
外
交
団
の

要
請
に

基
づ
い

て

「
裁
判
所
」
の

開
設
と
な
っ

た
も
の
で

あ
る
か
ら
、

東
久
世
総
督
は
横
浜
の

治
安
維
持
の

任
に

当
た
る
政
府
の

外
交
責
任
者
で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と
は
ま
た
、

彼
が
横
浜
問
題
の

み
な
ら
ず
、

他
の

す
べ

て
の

外
交
交
渉
の

任
に

当
た
る
こ

と
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

彼
が
横
浜
着
任
以
来
折
衝
し
た
外
交
問
題
は
き
わ
め
て

多
岐
に

わ
た
っ

て
る
が
、

そ
の

お

も
な
も
の

を
拾
っ

て

み
る
と
、

閏
四
月
に

は
、

高
札
中

の

切
支
丹
邪
宗
門
の

表
現
撤
廃
を
要
求
す
る
外
国
側
の

抗
議
、

貨
幣
制
度
改
革
に

関
す
る
外
国
側
の

申
し
入
れ
、

旧
幕
府
購
入
の

甲
鉄
艦
引
取
り
交

渉
、

列
国
の

局
外
中
立
撤
廃
申
し
入
れ
が
あ
り
、

五
月
に

は
、

新
潟
開
港
に

関
す
る
外
国
側
の

申
し
入
れ
、

六
月
に

は
列
国
公
使
へ

大
坂
開
港
期
日

を
一

八
六
八
年
九
月
一

日
（
戊
辰
七
月
十
五
日

）
と
予
定
し
て
い

る
旨
を
通
知
し
、

ま
た
茶
・

生
糸
輸
出
税
改
訂
交
渉
期
日
に

関
す
る
照
会
を
行
っ

て

お
り
、

七
月
に

は
、

ス
ペ

イ
ン
、

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

＝

ノ

ル

ウ
ェ

ー

と
の

通
商
条
約
締
結
交
渉
全
権
委
員
の

通
知
（
委
員
は
小
松
帯
刀
の

ほ
か
寺
島
・

井

関
）、

東
北
地
方
へ

外
国
船
の

立
寄
禁
止
の

申
し
入
れ
、

九
月
に

は
、

江
戸
を
東
京
と
改
称
し
た
旨
の

通
知
な
ど
が
あ
る
。
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さ
ら
に

東
久
世
が
外
国
官
副
知
事
に

転
じ
、

寺
島
が
知
事
に

就
任
し
た
後
で

も
、

十
月
、

寺
島
は

外
国
官
か

ら
甲
鉄
艦
引
渡
し
交
渉
を
命
ぜ
ら

れ
、

翌
二

年
一

月
、

横
浜
で

調
印
さ
れ
た
日
独
通
商
条
約
の

日
本
側
全
権
は
、

東
久
世
・

寺
島
お
よ
び
井
関
の

三
人
で

あ
っ

た
。

そ
の

年
の

三
月
末
、

寺
島
は
外
国
官
判
事
に

転
じ
、

七
月
の

職
員
令
に

よ
り
外
国
官
に

代
わ
っ

て

外
務
省
が
設
置
さ
れ
る
と
、

沢
外
務
卿
の

下
で

外
務
大
輔
に

就
任
し
て
い

る
。

三
　
県
行
政
の

発
足

管
轄
区
域

の
問
題

神
奈
川
裁
判
所
は
神
奈
川
奉
行
の

行
政
事
務
を
引
き
継
い

だ
の

で

あ
っ

た
か
ら
、

当
然
な
が
ら
そ
の

支
配
地
を
受
け
つ

ぐ
こ

と
に

な

っ

た
。

と
こ

ろ
で
、

神
奈
川
奉
行
の

支
配
地
な
る
も
の

は
、

幕
府
時
代
最
後
の

年
と
な
っ

た
慶
応
三
年
の

「
神
奈
川
奉
行
御
預
所
村

高
帳
」
に

よ
る
と
、

横
浜
町
の

ほ
か
戸
部
・

太
田
・

吉
田
の

諸
町
、

北
方
村
・

中
村
・

根
岸
村
・

本
牧
本
郷
村
・

尾
張
屋
新
田
・

平
沼
新
田
・

太
田

村
な
ど
、

開
港
場
一

帯
の

町
村
お
よ
び
神
奈
川
町
の

ほ
か
青
木
・

子
安
（
東
西

）・
新
宿
・

鶴
見
・

生
麦
・

岡
野
新
田
・

帷
子
・

神
戸
・

芝
生
・

岩
間

・

保
土
ヶ

谷
な
ど
、

神
奈
川
・

保
土
ヶ

谷
両
宿
近
傍
の

町
村
で
、

合
計
一

万
千
三
百
二

十
石
余
と
な
っ

て
い

る
（
資
料
編
10

近
世
⑺
三
八
九
文
書
）。

ま
た
、

右
の

ほ
か
通
商
条
約
で

定
め
ら
れ
た
外
国
人
遊
歩
規
程
の

範
囲
、

す
な
わ
ち
東
は
六
郷
川
、

西
は
酒
匂
川
を
限
り
、

そ
の

他
へ

は
奉
行
所

か
ら
陸
路
お
よ
そ
十
里
の

範
囲
の

地
を
も
管
轄
し
て
い

た
。

も
と
よ
り
こ

の

十
里
の

範
囲
内
に

は
、

藩
領
・

幕
領
が
混
在
し
て
い

た
か
ら
、

そ
の

管
轄
権
は
た
だ
外
国
人
関
係
事
項
に

限
ら
れ
て
い

た
。

し
た

が
っ

て
、

行
政
事
務
の

引
き
継
ぎ
に

あ
た
っ

て
、

こ

の

十
里
の

範
囲
の

管
轄
権
の

授
受
は
、

前
者
の

直
接
支
配
地
の

受
け
渡
し
と
は
ち
が
っ

て

裁
判

所
独
自
の

判
断
で

処
理
す
る
権
限
を
超
え
た
性
質
を
も
っ

て
い

た
。
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六
月
十
二
日
、

神
奈
川
裁
判
所
は
江
戸
鎮
台
に

対
し
、

こ

れ
ま
で
の

神
奈
川
奉
行
支
配
と
同
様
、

十
里
四
方
を
支
配
地
と
す
る
旨
、

隣
藩
・

代
官

へ

布
告
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

江
戸
は
新
政
府
に

よ
る
開
城
後
、

旧
幕
府
の

市
政
を
一

切
接
収
す
る
と
と
も
に
、

彰
義
隊
反
乱
鎮
圧
後
、

鎮
台
府
を

設
け
て

軍
政
を
し
き
、

六
月
二

十
八
日
、

関
東
以
東
十
三
か
国
、

駿
河
・

甲
斐
・

伊
豆
・

相
模
・

武
蔵
・

安
房
・

上
総
・

下
総
・

常
陸
・

上
野
・

下

野
・

陸
奥
・

出
羽
を
そ
の

支
配
下
に
お
く
旨
を
発
令
し
た
。

こ

れ
は
軍
政
区
の

意
味
を
も
つ

も
の

で

あ
る
が
、

こ

れ
に

よ
っ

て

神
奈
川
府
も
そ
の

管

轄
下
に
お
か
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
こ

で
、

十
里
四
方
の

問
題
に
つ

い

て
、

八
月
二

十
五
日
、

鎮
将
府
（
七
月
十
七
日
、

鎮
台
府
を
鎮
将
府
と
改
む

）

か
ら
改
め
て

神
奈
川
府
に

対
し
て
「
神
奈
川
十
里
四
方
、

於
其
府
可
有
支
配
事
」
と
達
せ
ら
れ
、

こ

れ
に

よ
っ

て

十
里
四
方
管
轄
が
正
式
に

き
ま
り
、

神
奈
川
府
は
こ

こ

に

神
奈
川
奉
行
な
み
の

管
轄
地
を
も
つ

こ

と
に

な
っ

た
わ
け
で

あ
る
。

し
か
し
そ
の

管
轄
地
に

対
す
る
行
政
態
度
は
、

単
な
る
外

国
人
関
係
事
項
を
越
え
て
、

直
接
支
配
の

意
欲
を
示
し
、

神
奈
川
奉
行
時
代
と
ち
が
っ

て
い

た
。

す
で

に
、

神
奈
川
府
裁
判
所
は
、

こ

の

達
が
下
さ
れ
る
よ
り
先
、

翌
々

七
月
十
九
日
に

次
の

よ
う
な
通
達
を
だ
し
て
い

る
。

覚
神
奈
川
府
最
寄
東
ハ

六
郷
川
西
ハ

酒
匂
川
ヲ

限
南
北
ハ

直
経
拾
里
を
限
り
神
奈
川
府
ヨ

リ
取
締
と
し
て

肥
後
藩
人
数
差
出
巡
邏
為
致
候
間
其
旨
相
心
得
若
賊
徒
等
立

廻
候
先
ハ

ヽ

右
人
数
巡
先
へ

及
注
進
可
請
差
図
候

右
之
通
申
渡
候
間
其
旨
相
心
得
右
部
内
村
々

へ

は
最
寄
宿
方
并
親
村
等
ヨ

リ
早
々

及
通
候
様
可
致
候
此
廻
状
早
々

順
達
留
村
ヨ

リ
可
相
返
も
の

也

辰
七
月
十
九
日

裁
判
所
（
印
）

さ
て
、

こ

の

十
里
部
内
に

は
、

小
田
原
・

荻
野
山
中
・

六
浦
諸
藩
を
は
じ
め
、

前
橋
（
上
野
）・
佐
倉
（
下
総
）・
菊
間
（
上
総
）・
烏
山
（
下
野
）・

生
実
（
下
総
）・
西
大
平
（
三
河

）
の

各
藩
の

所
領
の
一

部
ま
た
は
全
部
を
包
含
し
た
ほ
か
、

品
川
県
管
轄
地
を
も
含
ん
で
い

た
。

日
付
は
不
明
だ
が
、

同
じ
七
月
、

民
部
省
は
神
奈
川
府
の

上
申
に

も
と
づ
い

て

神
奈
川
十
里
四
方
の

藩
地
・

品
川
県
管
轄
地
の

割
替
え
を
太
政
官
弁
官
に

上
申
し
て
い
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る
。

こ

の

事
実
は
ま
た
当
時
神
奈
川
府
が
十
里
四
方
の

範
囲
を
行
政
管
轄
区
域
と
考
え
て
い

た
こ

と
を
示
す
も
の

と
い

っ

て

よ
い
。

民
部
省
上
申
書
に
み
ら
れ
る
各
支
配
地
の

割
替
え
案
は
、

お
そ
ら
く
神
奈
川
府
か
ら
の

提
案
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の

大
綱
は
次
の

よ
う
な
も
の

で

あ
る
。

一

、

十
里
内
の

各
藩
・

品
川
県
管
轄
の

分
は
、

上
地
神
奈
川
県
管
轄
と
す
る
。

二
、

小
田
原
藩
は
、

本
庁
の

近
傍
の

高
は
少
な
い

の

で
、

十
里
部
内
に

入
っ

て
い

る
分
は
あ
っ

て

も
、

押
切
川
を
境
と

し
て

そ
の

支
配
地
に

渡

す
。

三
、

上
地
諸
藩
の

う
ち
、

小
田
原
・

荻
野
山
中
・

六
浦
の

三
藩
へ

は
、

即
今
代
地
相
渡
す
。

四
、

そ
の

他
の

諸
藩
に

は
、

飛
地
合
併
の

儀
が
追
々

出
願
の

趣
も
あ
る
の

で
、

目
下
取
調
中
に
つ

き
、

追
て

代
地
を
相
渡
す
予
定

（
弁
官
宛
民
部
省
伺
、

「
太
政
類
典
」
第
一

編
第
六
四
巻
）

し
か
し
、

こ

の

原
案
が
ど
の

程
度
実
施
さ
れ
た
も
の

か
、

そ
の

後
の

処
理
経
過
に
つ

い

て

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
。

品
川
県
は
江
戸
府
外
の

代
官
支
配
地
に
お
か
れ
た
武
蔵
県
か
ら
、

明
治
二

年
二
月
分
立
し
た
も
の

で
、

武
蔵
国
で
は
入
間
、

比
企
、

高
麗
三
郡
を

管
轄
し
て

神
奈
川
県
と
隣
接
し
て
い

た
。

こ

の

地
域
は
旗
本
領
が
多
く
、

支
配
関
係
も
複
雑
で
、

神
奈
川
県
と
は
多
摩
、

六
郷
川
が
一

応
境
界
と
な

っ

て
い

た
が
出
入
り
が
あ
っ

て

定
か
で

な
い
。

武
蔵
県
知
事
は
最
初
旧
幕
府
代
官
松
村
長
為
が
当
た
り
、

そ

の

後
肥
前
藩
士
古
賀
一

平
（
定
雄
）
が

就
任
し
、

品
川
県
知
事
は
古
賀
が
引
き
継
い

で
い

る
。

現
在
神
奈
川
県
内
の

川
崎
も
明
治
元
年
末
ま
で
は
古
賀
一

平
の

支
配
下
に
あ
り
、

二

年
一

月

か
ら
神
奈
川
県
裁
判
所
の

管
轄
と
な
っ

て
い

る
（
小
林
孝
雄
『
神
奈
川
の

夜
明
け
』）。
さ
ら
に
上
流
の

溝
の

口

も
二

年
の

は
じ
め
ご
ろ
ま
で

古
賀
一

平
の

管
轄
下
に

あ
っ

た
。

多
摩
、

六
郷
川
を
境
界
と
し
て
い

て

も
、

実
際
に

は
変
遷
が
あ
る
。

こ

の

よ
う
に

品
川
県
の

管
轄
区
域
に

江
戸
周
辺
の

た
め
に

複
雑
で

あ
る
（『
品
川
区
史
』、

同
資
料
編
別
冊
一

）。

品
川
県
の

こ

と
は
本
史
の

論
外
で

あ
る
か
ら
言
及
し

な
い

が
、

と
も
か
く
地
域
的
に

隣
接
し
て
い
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る
の
で
、

神
奈
川
県
の

管
轄
の

問
題
に

も
関
連
し
て
く
る
の
で

あ
る
。

明
治
初
年
以
降
、

明
治
四
年
七
月
の

廃
藩
置
県
に
至
る

ま
で

に

も
管
轄
区
域
に

変
遷
が
あ
っ

た
。

旧
内
務
省
地
理
局
調
査
の

『
旧
高
旧
領
取
調

帳
』（
木
村
礎
校
訂

）
は
、

解
題
に

よ
る
と
、

こ

の

廃
藩
置
県
直
後
頃
の

県
名
で

管
轄
関
係
が
示
さ
れ
て
い

る
と
あ
る
の

で
、

そ
れ
に

よ
る
と
、

相
模

国
で

は
、

三
浦
郡
は
神
奈
川
県
管
轄
、

鎌
倉
郡
は
ほ
ぼ
神
奈
川
県
で

あ
る
が
、

烏
山
・

生
実
両
県
管
轄
村
が
若
干
あ
る
。

こ

の

ほ
か

後
に

足
柄
県
と

な
っ

た
大
住
・

愛
甲
・

津
久
井
三
郡
に

も
神
奈
川
県
管
轄
村
が
か

な
り
あ
る
。

つ

ぎ
に

武
蔵
国
で

は
、

久
良
岐
郡
は
六
浦
藩
の

所
在
地
で
五
か
村
が

あ
る
。

橘
樹
・

都
筑
両
郡
は
神
奈
川
県
管
轄
と
い

っ

て
い

い
。

複
雑
な
の

は
多
摩
郡
で
、

境
域
も
広
く
、

こ

こ

に

は
韮
山
県
・

入
間
県
の

飛
地
が
か

な
り
あ
る
。

こ

の

よ
う
に

管
轄
関
係
は
複
雑
で

あ
っ

た
が
、

廃
藩
後
十
一

月
、

新
神
奈
川
・

足
柄
両
県
の

成
立
で

郡
別
の

管
轄
が
確
定
し
た
。

し
か

し
そ
の

後
、

東
京
府
と
の

間
で

村
々

の

管
轄
替
え
が
な
お
行
わ
れ
て
い

る
。

県
政
の
発
足

神
奈
川
県
開
設
当
初
は
、

神
奈
川
奉
行
を
そ
の

ま
ま
継
承
し
て
、

外
政
局
と
内
政
局
の

二
本
だ
て
と
し
、

民
政
関
係
は
内
政
局
が

担
当
し
た
。

こ

の

内
政
局
が
担
当
し
た
県
行
政
の

開
始
は
ど
の

よ
う
な
も
の

で

あ
っ

た
ろ
う
か
。

明
治
を
迎
え
た
神
奈
川
奉
行
支
配
地
は
、

隣
接
す
る
小
田
原
藩
と
と
も
に

東
海
道
が
貫
通
し
て
い

た
た
め
に

京
都
新
政
府
の

東
征
軍
の

通
路
と
な

っ

た
が
、

小
田
原
藩
は
す
で

に

恭
順
の

意
を
表
し
て

お

り
、

幕
府
も
同
様
で

あ
っ

た
の

で
、

そ
の

進
軍
は
さ
し
た
る
事
も
な
く
、

東
征
軍
の

平
和
的

江
戸
占
領
と
な
っ

た
こ

と
は
周
知
の

と
お
り
で

あ
る
。

し
か
し
、

東
征
軍
と
し
て

は
、

何
と
し
て

も
敵
方
の

本
拠
に

進
入
す
る
の

で

あ
っ

た
の

で

軍

政
を
も
っ

て

地
域
の

農
商
に

臨
ん
で
お
り
、

表
面
は
平
和
的
な
支
配
権
力
の

交
代
と
は
い

え
、

や
は
り
庶
民
側
に

と
っ

て

き
び
し
い

も
の

が

あ
っ

た
。

橘
樹
郡
川
崎
地
方
に

も
文
久
以
降
、

農
兵
隊
が
組
織
さ
れ
て
い

た
。

東
征
軍
の

進
駐
の

際
に

は
食
料
そ
の

他
の

徴
発
が
あ
り
、

ま
た
先
鋒
隊
は

警
戒
の

た
め
に

村
の

名
主
、

寄
場
組
合
の

惣
代
な
ど
の

村
方
指
導
者
を
逮
捕
し
た
り
、

ま
た
農
兵
隊
切
崩
し
の

た
め
に

農
兵
所
持
の

農
兵
筒
な
ど
の

徹
底
的
徴
奪
を
強
行
し
た
り
し
た
（
小
林
孝
雄
『
神
奈
川
の

夜
明
け
』）。
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こ

の

軍
政
は
江
戸
攻
略
の

手
段
で

あ
っ

た
の

で
、

江
戸
占
領
後
は
新
政
権
の

平
時
の

民
政
実
施
へ

と
展
開
し
て
い

っ

た
。

前
述
し
た
よ
う
に

神
奈

川
奉
行
か
ら
、

神
奈
川
裁
判
所
、

神
奈
川
府
、

神
奈
川
県
へ

と
支
配
が
移
っ

て

新
し
い

県
政
が
開
始
し
た
が
、

総
督
、

知
事
等
幹
部
以
外
の

支
配
の

機
構
、

実
務
の

役
人
は
ほ
と
ん
ど
旧
来
と
変
わ
ら
な
か
っ

た
。

新
県
政
と
し
て

最
も
重
大
な
こ

と
は
、

未
曾
有
の

激
動
期
に

際
し
て
こ

の

地
方
の

新
政
の

推
進
を
円
滑
た
ら
し
め
る
た
め
の

治
安
維
持
と
県
下
町

方
村
方
の

民
衆
の

掌
握
で

あ
っ

た
。

と
く
に

横
浜
は
開
港
場
で

外
国
人
居
留
地
が

あ
る
こ

と
か
ら
、

治
安
の

問
題
が
と
く
に

重
要
で

あ
っ

た
。

こ

れ

に
は
県
兵
が
当
た
っ

た
こ

と
は
別
項
に

述
べ

た
と
お

り
で

あ
る
。

ま
た
文
化
面
で
は
郷
学
の

設
立
な
ど
が
あ
る
。

新
政
府
下
の

各
府
県
行
政
の

統
一

整
備
が
着
手
さ
れ
た
の

は
諸
藩
に

対
す
る
「
藩
治
職
制
」
よ
り
や
や
遅
れ
て
、

明
治
二

年
二

月
の

「
府
県
施
政

順
序
」
が
最
初
で

あ
り
、

神
奈
川
県
に

対
し
て

も
こ

れ
が
通
達
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

こ

れ
は
十
三
か

条
か
ら
な
り
、

租
税
額
査
定
、

戸
籍
、

窮
民
救
助
、

地
方
開
発
、

小
学
校
設
立
な
ど
の

広
範
な
内
容
に

わ
た
る
も
の

で

あ
る
。

地

方
政
治
の

大
綱
を
指
示
し
た
も
の

で
、

そ
の

実
施
は
容
易
で

な
い

か
ら
急
速
な
実
施
を
禁
じ
、

地
方
の

情
況
に

よ
っ

て

適
宜
施
行
す
べ

き
も
の

と
し

て
い

る
。

そ
の

と
お

り
で
、

当
時
の

地
方
農
村
の

情
況
は
幕
末
以
来
の

継
続
で

あ
っ

た
か
ら
、

神
奈
川
県
の

場
合
も
、

当
初
は
や
は
り
旧
来
の

支
配

機
構
を
通
じ
て

行
う
ほ
か
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

関
東
一

円
の

農
村
に

は
文
政
十
年
（
一

八
二
七

）
以
来
関
八
州
取
締
組
織
の

下
部
と
し
て

大
小
の

村
組
合
が
あ
っ

て
、

そ
の

う
ち
に

寄
場
村
組
合

が
設
け
ら
れ
、

そ
れ
が
廻
状
、

触
書
布
達
な
ど
の

行
政
組
織
と
な
っ

て
い

た
（
伊
藤
好
一

「
神
奈
川
県
に
お
け
る
大
小
区
制
の

施
行
過
程
」
―
『
駿
台
史
学
』

一

七
号
）。

神
奈
川
裁
判
所
は
旧
奉
行
所
か
ら
民
政
を
引
き
継
ぐ
と
、

こ

の

組
織
を
そ
の

ま
ま
受
け
継
い

で

新
県
政
を
発
足
せ
し
め
て
い

る
。

当
時
の

情
況
か

ら
こ

れ
を
採
用
し
た
も
の

で

そ
れ
が
ま
た
新
県
政
の

発
足
を
円
滑
た
ら
し
め
た
の

で

あ
る
。

こ

れ
は
当
時
の

管
轄
下
の

農
村
文
書
に

よ
っ

て

追
跡
で
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き
る
。

た
と
え
ば
、

明
治
元
年
十
二
月
に
、

神
奈
川
県
裁
判
所
は
神
奈
川
十
里
四
方
郡
内
村
々

当
県
支
配
の

通
達
を
鎌
倉
戸
塚
宿
で

は
寄
場
役
人
惣
代
の

名
主
庄
右
衛
門
を
し
て

各
村
々

の

大
小
惣
代
に

対
し
て

「
右
之
通
御
触
書
至
来
候
間
、

其
小
組
合
村
々

え
不
洩
様
早
々

御
触
達
し
可
被
成
候
」
と
伝

達
せ
し
め
て
い

る
。

こ

の

寄
場
は
寄
場
組
合
の
こ

と
で

あ
る
が
、

こ

の

ほ
か

明
治
四
、

五
年
ご
ろ
ま
で

の

県
庁
の

布
達
文
書
は
い

ず
れ
も
寄
場
役
人

宛
の

も
の

で
、

農
村
支
配
が
旧
機
構
そ
の

ま
ま
で

あ
る
。

こ

の

ほ
か
、

銭
貨
の

流
通
、

宿
場
の

伝
馬
所
の

人
馬
継
立
、

賭
博
の

禁
止
、

貢
租
納
入
、

外
国
人
殺
害
犯
人
の

捜
索
な
ど
様
々

な
触
書
が
伝
達
さ
れ
て
い

る
。

も
う
一

つ

具
体
例
を
あ
げ
る
と
、

三
年
九
月
天
長
節
に

関
す
る
太
政
官
の

触
書
を
神
奈
川
県
庁
が
、

戸
塚
宿
組
合
大
小
惣
代
に

通
達
し
「
横
浜
野

毛
町
伊
勢
山
御
宮
に
お
い

て

御
神
事
有
之
、

御
神
酒
被
下
候
に

付
、

宿
役
人
一

人
宛
惣
代
と
し
て

可
罷
出
旨
触
置
候
得
共
、

尚
、

御
布
告
之
趣
、

小

前
末
々

迄
厚
相
弁
、

此
日
に

限
り
何
事
に

て

も
賑
々

敷
御
慶
辰
を
可
奉
祝
候
、

此
触
不
洩
様
申
通
し
、

組
合
村
々

え
は
親
村
よ
り
及
通
達
…
…
」
と

命
じ
て
い

る
。

新
政
謳
歌
の

天
長
節
の

農
村
浸
透
を
こ

の

よ
う
な
形
で

行
っ

て
い

る
こ

と
で

当
時
の

地
方
政
治
の

様
相
が
ほ
ぼ
わ
か

る

の

で

あ
る

（
大
和
市
『
大
和
市
史
』5

資
料
編
近
現
代
上
）。

こ

の

よ
う
な
県
行
政
は
、

四
年
七
月
の

廃
藩
置
県
で
一

期
を
画
し
、

同
年
末
に

は
全
国
が
三
府
七
十
二
県
と
な
っ

て
、

十
一

月
の

「
県
治
条
例
」

に
よ
っ

て

県
庁
機
構
が
一

新
さ
れ
た
。

つ

い

で
、

大
区
小
区
制
、

「
学
制
」
、

「
徴
兵
令
」、

地
租
改
正
等
の

新
地
方
秩
序
の

強
行
に

よ
っ

て

府
県
行
政
の

近
代
化
が
行
わ
れ
た
。

神
奈
川

県
政
の

場
合
も
こ

の
一

連
の

諸
改
革
に
よ
っ

て

更
新
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
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第
三
節
　
版
籍
奉
還
と
諸
藩
の

藩
政
改
革

一

　
王
政
復
古
政
変
と
小
田
原
藩

藩
主
召
命

小
田
原
藩
は
、

そ
の

所
領
が
相
模
国
の

足
柄
上
・

下
の

両
郡
を
中
心
に

広
が
っ

て

お
り
、

足
柄
下
郡
を
東
海
道
が
貫
通
し
て
い

た
。

こ

の

足
柄
下
郡
は
箱
根
山
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、

そ
の

頂
上
の

芦
の

湖
畔
に

箱
根
宿
の

町
並
が

あ
っ

て
、

そ
の

は
ず
れ
に

箱
根

の

関
所
が
あ
る
。

小
田
原
藩
は
そ
う
い

う
地
理
的
関
係
か
ら
、

関
東
の

表
門
を
守
護
す
る
大
任
を
せ
お
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

明
治
元
年
（
一

八
六
八

）
そ
う
そ
う
、

京
都
新
政
府
の

江
戸
征
討
の

東
海
道
軍
の

東
下
を
迎
え
る
と
、

こ

の

箱
根
関
所
の

守
備
を
め

ぐ
っ

て
、

譜

代
藩
で

あ
る
こ

と
か
ら
微
妙
な
立
場
に

追
い

こ

ま
れ
、

つ

い

に
一

時
朝
敵
の

立
場
に

追
い

こ

ま
れ
た
（
明
治
維
新
期
の

小
田
原
に
つ

い

て

は
、

小
田
原
市

立
図
書
館
所
蔵
有
信
会
文
庫
『
近
世
小
田
原
史
稿
本
』
そ
の

他
藩
政
関
係
文
書
、

資
料
編5

近
世
⑵
、

片
岡
永
左
衛
門
『
明
治
小
田
原
町
誌
』、

小
島
茂
男
『
幕
末
維

新
期
に

お
け
る
関
東
譜
代
藩
の

研
究
』
等
に
よ
っ

た
）。

小
田
原
藩
は
天
正
十
八
年
（
一

五
九
〇
）、
徳
川
家
康
の

関
東
入
部
に

際
し
て
、

功
臣
大
久
保
七
郎
左
衛
門
中
世
が
封
ぜ
ら
れ
た
の

が
は
じ
ま
り
で
、

そ
の

後
、

阿
部
、

稲
葉
二
氏
の

城
番
時
代
を
経
て
、

貞
享
三
年
（
一

六
八
六

）、

再
び
大
久
保
氏
に

復
帰
し
、

以
来
幕
末
の

忠
礼
に
至
っ

た
十
一

万
三

千
百
二
十
九
石
の

関
東
の

譜
代
大
藩
で

あ
る
。

忠
礼
は
十
三
代
に

当
た
る
が
、

高
松
藩
主
松
平
頼
胤
の

弟
で

あ
っ

た
の

で
、

前
将
軍
徳
川
慶
喜
に
と
っ

て

従
弟
の

関
係
で

あ
る
こ

と
か
ら
徳
川
宗

家
と
は
近
親
の

間
柄
で

あ
っ

た
。

忠
礼
は
安
政
六
年
（
一

八
五
九

）、

十
三
代
忠
懿
の

養
子
と

な
っ

て

加
賀
守
に

任
ぜ
ら
れ
、

奏
者
番
を
経
て

慶
応
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三
年
（
一

八
六
七

）
九
月
、

甲
府
城
代
と

な
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

赴
任
の

準
備
中

の

翌
十
月
十
四
日
、

京
都
に
お
い

て

将
軍
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
行
っ

た
の
で
、

譜

代
の

小
田
原
藩
は
こ

れ
か
ら
激
動
の

波
に

ま
き
こ

ま
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
の

で

あ

る
。

慶
喜
か
ら
大
政
の

奉
還
を
う
け
た
朝
廷
は
、

翌
日
こ

れ
を
許
し
た
が
、

奉
還
後

の

国
政
運
用
に
つ

い

て

は
、

諸
大
名
を
召
集
し
、

衆
議
を
つ

く
し
て
こ

れ
を
行
う

こ

と
と
し
た
。

そ
こ

で

ま
ず
、

十
万
石
以
上
の

大
名
に

上
京
を
命
ず
る
こ

と
と
な

っ

た
の
で
、

十
五
日
、

小
田
原
藩
に

対
し
て

も
武
家
伝
奏
飛
鳥
井
雅
典
か
ら
藩
主

大
久
保
忠
礼
に
そ
の

命
が
伝
え
ら
れ
た
。

と
こ

ろ
が
忠
礼
は
、

た
ま
た
ま
甲
府
城

代
赴
任
の

準
備
中
で

あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、

家
老
の

加
藤
直
衛
を
代
理
と
し

て

上
京
せ
し
め
た
。

譜
代
藩
と
し
て
こ

の

際
京
都
の

地
を
踏
む
こ

と
は
、

種
々

の

苦
難
が
予
想
さ
れ

た
。

そ
こ

で

加
藤
直
衛
は
十
一

月
晦
日
入
京
す
る
と
、

旧
領
地
佐
倉
の

現
藩
主
堀

田
家
ら
諸
藩
の

重
役
ら
と
連
絡
を
と
り
、

ま
た
在
京
の

老
中
板
倉
勝
静
を
尋
ね
る

な
ど
し
て
い

る
が
、

も
と
よ
り
譜
代
諸
藩
と
し
て
は
、

た
だ
手
を
こ

ま
ね
い

て

情

勢
を
傍
観
し
て
い

る
よ
り
ほ
か
な
か
っ

た
。

京
都
の

政
情
は
刻
々

急
転
し
て

翌
十

二

月
九
日
、

討
幕
目
的
の

王
政
復
古
の

政
変
と
な
り
、

つ

い

で

前
将
軍
徳
川
慶
喜

箱根町のようす 県史編集室蔵
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の

大
坂
城
移
渡
と
目
ま
ぐ
る
し
い

変
転
と
な
っ

た
。

加
藤
は
こ

れ
を
傍
観
し
つ

つ

在
藩
の

家
老
渡
辺
了
叟
に
こ

の

有
様
を
つ

ぎ
の

よ
う
に

報
告
し
て

い

る
。

二
十
一

日
付
で

あ
る
か
ら
辞
官
納
地
問
題
を
め
ぐ
る
薩
摩
討
幕
派
と
慶
喜
擁
護
の

穏
健
派
と
の

暗
闘
の

真
最
中
で
、

加
藤
に

も
こ

れ
が
ど
う

な
る
か
は
っ

き
り
つ

か
み
か
ね
た
様
子
で

あ
る
が
、

「
公
辺
（
慶
喜
）
の

御
所
置
、

是
迄
の

処
は
乍
恐
些
敷
御
恭
順
に

過
候
樣
に

も
存
居
候
処
、

左
に

無
之
、

去
る
十
八
日
に

候
哉
、

烈
敷
御
奏
聞
書
差
出
に

相
成
候
由
」
と
書
き
、

ま
ず
、

「
右
に

て

御
家
門
御
譜
代
樣
方
の

御
目
的
も
相
立
恐
悦
の

至

り
御
座
候
」
と
譜
代
派
と
し
て
い

さ
さ
か
溜
飲
を
さ
げ
た
思
い

を
述
べ

て
い

る
。

阿
波
そ
の

他
十
藩
も
こ

れ
に

同
調
し
た
の

で
、

「
京
都
も
薩
長
等

の

所
置
、

何
と
な
く
不
落
合
の

風
聞
も
相
聞
え
追
々

（
慶
喜
派
）
御
挽
回
之
吉
兆
相
顕
、

雀
躍
之
至
り
に

御
座
候
…
…
」
と
反
薩
長
の

口

気
を
も
ら

し
て
い

る
。

こ

れ
は
譜
代
藩
と
し
て

の

本
心
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

情
勢
も
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い

か
ら
、

本
藩
と
し
て

は
や
は
り
「
甲
府
御
勤

之
廉
に
て

御
逃
に

相
成
候
様
祈
居
候
…
…
」
と
、

あ
く
ま
で

事
な
か
れ
主
義
を
と
る
よ
う
に

書
い

て
い

る
。

加
藤
は
こ

の

よ

う
な
考
え
か
ら
こ

の

際
、

藩
主
の

召
命
に

応
ず
る
上
京
は
不
得
策
と
し
て

そ
の

猶
予
を
板
倉
閣
老
に

運
動
し
た
結
果
、

小
田
原
藩
の

希
望
ど
お

り
と
な
っ

た
（『
近
世
小
田

原
史
稿
本
』）。

加
藤
報
告
に

も
あ
る
よ
う
に
、

小
田
原
藩
は
譜
代
藩
と
し
て

親
幕
の

底
意
を
持
ち
な
が
ら
逃
げ
腰
の

事
な
か
れ
主
義
の

態
度
を
と
っ

た
。

こ

の

曖

昧
さ
が
後
に

藩
論
の

動
搖
分
裂
を
き
た
し
て

箱
根
戦
争
を
引
き
お
こ

す
よ
う
に

な
っ

た
の
で

あ
る
。

情
勢
は
右
の

加
藤
報
告
の

よ
う
に

な
ら
ず
、

討

幕
派
の

押
し
に

よ
っ

て
、

大
坂
城
の

慶
喜
軍
の

挙
兵
上
京
の

結
果
、

翌
明
治
元
年
正
月
の

鳥
羽
伏
見
の
一

戦
と
な
っ

た
。

こ

れ
は
慶
喜
軍
の

大
敗
に

帰
し
て
、

慶
喜
の

江
戸
敗
走
、

さ
ら
に

恭
順
と
譜
代
派
に

は
逆
潮
と
な
っ

た
。

江
戸
城
中
に

は
過
激
な
主
戦
論
も
あ
っ

た
が
、

勝
義
邦
（
海
舟
）
と

大
久
保
一

翁
の

力
で

恭
順
方
針
に

落
ち
つ

き
、

徳
川
家
救
済
に

力
を
い

れ
る
こ

と
と
な
っ

て
、

静
寛
院
宮
親
子
内
親
王
・

上
野
輪
王
寺
公
現
法
親
王

が
そ
の

運
動
に

立
ち
、

ま
た
関
東
譜
代
諸
藩
の

間
に

も
主
家
の
一

大
危
機
救
済
の

動
き
が
お
こ
っ

て
、

小
田
原
藩
も
そ
の

幹
部
と
な
っ

た
。
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二

　
小
田
原
藩
の

勤
王
声
明

東
征
軍
に
協
力
の
命

明
治
元
二
月
七
日
、

小
田
原
藩
主
大
久
保
忠
礼
に

対
し
、

京
都
二
条
城
の

太
政
官
代
に

お
い

て

軍
務
職
か
ら
「
右
此
度
、

御
親
征
ニ

付
、

其
藩
、

東
海
道
出
兵
被

仰
付

候
間
、

国
力
相
応
之
人
数
差
出
し
、

総
督
府
指
揮
を
受
可
申
事
」
と
い

う

命
が
下
っ

た
（
こ

の

達
は
『
復
古
記
』
そ
の

他
に

見
え
ず
、

有
信
会
文
庫
本
『
近
世
小
田
原
史
稿
本

』
下
巻
に

よ
る

）。
こ

れ
は
江
戸
征
討
の

政
府
軍
の

征
東
出

兵
命
令
で

あ
っ

た
か
ら
、

小
田
原
藩
を
し
て
、

い

や
お
う
な
し
に

勤
王
か
佐
幕
か
の

何
れ
か
に

態
度
を
き
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
大
な
岐
路
に
立

た
し
め
る
も
の

で

あ
っ

た
。

東
海
道
征
討
軍
の

先
鋒
総
督
は
二
月
中
旬
に
は
名
古
屋
に

達
し
た
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に

軍
を
す
す
め
る
の

で

あ
っ

た
が
、

同
月
二
十
六
日
、

参
謀

海
江
田
信
義
は
三
河
国
日
坂
宿
に
お
い

て

小
田
原
藩
に

対
し
て

「
今
般
御
親
征
被

仰
出

候
ニ

付
、

橋
本
少
将
（
実
梁
）
殿
、

柳
原
侍
従
（
前
光

）
殿

御
先
鋒
之
為
副
将
被
致
東
下
候
、

右
ニ

付
向
後
沿
道
之
諸
藩
、

為

天
下

致

勤
王
、

被
尽
忠
勤
候
哉
、

加
賀
守
（
大
久
保
忠
礼
）
始
一

藩
勤
王
之
存

意
ニ

候
ハ

ヽ

、

其
段
重
役
中
ヨ

リ

御
請
書
差
出
可
申
旨
被
申
聞
候
事
」
と
通
達
し

た
（『
復
古
外
記
・

東
海
道
戦
記
』
刊
本
第
九
冊

）。
こ

れ
は
東
征
軍

が
い

よ
い

よ
箱
根
を
越
え
て

関
東
関
内
に

進
軍
す
る
こ

と
に

な
る
の

で
、

沿
道
の

小
田

原
藩
そ
の

他
の

譜
代
藩
の

向
背
を
確
認
す
る
た
め
で

あ
っ

た
。

小
田
原
藩
の

態
度
は
前
記
の

ご
と
く
曖
昧
で
、

大
勢
順
応
で

あ
っ

た
。

鳥
羽
伏
見
の

戦
に

よ
っ

て

形
勢
が
一

変
す
る
と
、

藩
主
忠
礼
は
、

江
戸
か

ら
甲
府
城
代
を
免
ぜ
ら
れ
て

箱
根
関
門
守
備
に

専
念
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
、

そ

の

命
に

は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

し
か
し
譜
代
で

あ
る
上

「
御
家
之
儀
は
関
東
枢
要
之
御
国
柄
に

付
、

世
間
に

而
も
種
々

之
風
説
仕
候
様
子
に

而
、

心
痛
罷
在
候
、

何
分
に

も
土
台
之
御
条
理
は
兎
に

角
、

宮
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